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春 寒 よ う や く ゆ る む 候 、皆 様 に お か れ ま し て は 、ま す ま す ご 清 栄 の こ

と と お 慶 び 申 し 上 げ ま す 。  

今 日 は 2 月 18 日 (土 )の 日 本 経 済 新 聞 （ 朝 刊 ） 「 風 見 鶏 」 の 記 事 に

つ い て お 知 ら せ し ま す 。  

タ イ ト ル は『「 正 当 な 差 別 」な ど な い 』で す 。『 首 相 秘 書 官 の 発 言

を き っ か け に 、 性 的 少 数 者 （ Ｌ Ｇ Ｂ Ｔ ） へ の 理 解 を 促 す 法 律 を 作 る 』

過 程 な ど が 挙 げ ら れ て い ま す 。過 去 に も 同 様 の 法 律 を 作 る 動 き は あ っ

た よ う な の で す が 、与 野 党 の 歩 み 寄 り が で き ず 、法 律 は い ま だ で き て

い ま せ ん 。2021 年 の 法 律 案 で は 、基 本 理 念『 性 的 思 考 や 性 自 認 を 理 由 と す る 差 別 は 許 さ れ な い 』

に つ い て 保 守 層 が 猛 反 発 し 国 会 へ の 提 出 が で き ま せ ん で し た （ 当 た り 前 の 基 本 理 念 の よ う に 思

い ま す が … ） 。 今 回 は 『 不 当 な 差 別 は 許 さ れ な い 』 と 修 正 す る と い う 話 で す 。 こ れ に つ い て 記

事 で は 『 「 正 当 な 差 別 」 な ら ば 許 さ れ る の だ ろ う か 』 と 結 ん で い ま す 。  

こ れ ど う 思 い ま す か ？ 無 責 任 だ と 思 い ま せ ん か ？ こ う い う 姿 勢 が 今 の 日 本 を 作 っ た の で は な

い で し ょ う か 。 帳 尻 合 わ せ を し て 、 取 り 敢 え ず 法 律 を 作 れ ば 、 あ と は 何 と か な る だ ろ う 、 の 考

え 方 が 透 け て い ま す 。 本 当 に 困 っ て い る Ｌ Ｇ Ｂ Ｔ の 方 々 を 無 視 し て い ま す 。  

男 女 雇 用 機 会 均 等 法 の よ う に 、 先 に 法 律 を 作 っ て 、 あ と か ら 実 態 に 合 う よ う に 変 え て い く 、

そ の 方 法 が あ る こ と も 認 め ま す 。 し か し 、 今 回 の や り 方 は 、 批 判 逃 れ 、 逃 げ の 姿 勢 の 現 れ 、 そ

う 感 じ る の は 私 だ け で し ょ う か 。  

私 た ち の 知 ら な い と こ ろ で 、 上 記 の よ う な こ と が 行 わ れ て い ま す （ 本 当 は 知 っ て お か な い と

い け な い の で す が … ）。税 法 で は 、 10 月 1 日 か ら 始 ま る 日 本 版 イ ン ボ イ ス も 問 題 あ り で す 。実

務 の こ と を 考 え ず 税 収 を 増 や す た め だ け に 考 え ら れ て い ま す 。 そ も そ も 理 解 で き て い る 事 業 者

が 少 な い 。適 格 請 求 書 の 発 行・保 存 に と て も

手 間 が か か る 。発 行・保 存 が 不 適 切 で あ れ ば 、

法 律 上 消 費 税 を 否 応 な く 徴 税 で き る 。ま た 、

長 い 目 で 見 れ ば 小 規 模 事 業 者 が 取 引 か ら 排

除 さ れ 、 納 税 資 金 的 に も 耐 え ら れ ず 廃 業 に

至 る 。 い つ の 間 に か と ん で も な い こ と に な

っ て い る ？ ！ で は な い で し ょ う か 。私 は 、悪

魔 の 法 律 だ と 思 っ て い ま す 。 事 務 所 だ よ り

や 訪 問 時 に 説 明 し て い ま す が 、 こ れ で い い

の か 、 考 え 込 ん で し ま い ま す 。  

ま た 、愚 痴 に な っ て し ま い ま し た 。申 し 訳

あ り ま せ ん 。 新 聞 を 読 ん で 憤 り を 覚 え て し

ま い ま し た 。 お 許 し く だ さ い 。  

 

 

 ☆  お 知 ら せ （ 2023 年 3 月 の 税 務 ）  

 

期   限  項   目  

3 月 10 日  
 

2 月 分 源 泉 所 得 税 ・ 住 民 税 の 特 別 徴 収 税 額 の 納 付  

3 月 15 日  
 

前 年 分 贈 与 税 の 申 告 （ 申 告 期 間 ： 2 月 1 日 か ら 3 月 15 日 ま で ）  

 

前 年 分 所 得 税 の 確 定 申 告 （ 申 告 期 間 ： 2 月 16 日 か ら 3 月 15 日 ま で ）  

 

所 得 税 確 定 損 失 申 告 書 の 提 出  

 

前 年 分 所 得 税 の 総 収 入 金 額 報 告 書 の 提 出  

 

確 定 申 告 税 額 の 延 納 の 届 出 書 の 提 出 （ 延 納 期 限 ： 5 月 31 日 ）  

 

個 人 の 青 色 申 告 の 承 認 申 請 （ 1 月 16 日 以 後 新 規 業 務 開 始 の 場 合 は 、 そ の 業 務 開 始 日 か

ら 2 ヶ 月 以 内 ）  

 

個 人 の 道 府 県 民 税 ・ 市 町 村 民 税 ・ 事 業 税 (事 業 所 税 )の 申 告  

 

財 産 債 務 調 書 ・ 国 外 財 産 調 書 の 提 出 （ 令 和 4 年 分 。 令 和 5 年 分 以 降 は 6 月 30 日 ）  

3 月 31 日  
 

個 人 事 業 者 の 前 年 分 の 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 の 確 定 申 告  

 

1 月 決 算 法 人 の 確 定 申 告  

＜ 法 人 税 ・ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ・ 法 人 事 業 税 ・ (法 人 事 業 所 税 )・ 法 人 住 民 税 ＞  

 

1 月 、 4 月 、 7 月 、 10 月 決 算 法 人 及 び 個 人 事 業 者 (前 年 12 月 分 )の 3 月 ご と の 期 間 短 縮

に 係 る 確 定 申 告  

＜ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ＞  

 

法 人 ・ 個 人 事 業 者 (前 年 12 月 分 及 び 当 年 1 月 分 )の 1 月 ご と の 期 間 短 縮 に 係 る 確 定 申 告  

＜ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ＞  

 

7 月 決 算 法 人 の 中 間 申 告  

＜ 法 人 税 ・ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ・ 法 人 事 業 税 ・ 法 人 住 民 税 ＞ (半 期 分 ) 

 

消 費 税 の 年 税 額 が 400 万 円 超 の 4 月 、 7 月 、 10 月 決 算 法 人 の 3 月 ご と の 中 間 申 告  

＜ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ＞  

 

消 費 税 の 年 税 額 が 4,8 00 万 円 超 の 12 月 、 1 月 決 算 法 人 を 除 く 法 人 の 1 月 ご と の 中 間 申

告 (11 月 決 算 法 人 は 2 ヶ 月 分 ) 

＜ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ＞  

 

 

 

 

 

〒 659 -0053  

芦屋市松浜町 6 - 14 -2  

Te l： 090 - 7490 - 7396  

Fax： 0797 - 78 -6488  

文 筆 業 の 方 に 「 宇 宙 に 興 味 が あ る 」 と 話 し た ら 、 本

を も ら い ま し た 。 宇 宙 と か 超 え て ま す 。 算 数 も で き

な い 私 、 一 生 か か っ て も 読 め そ う に な い で す 。 ^;)。 
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 ☆  日 本 版 イ ン ボ イ ス 制 度 ～ こ ん な こ と も 起 こ り ま す ～   

 

◆  適 格 請 求 書 保 存 方 式 開 始 ま で 約 半 年  

令 和 5 年 10 月 1 日 か ら 消 費 税 の 仕 入 税 額 控 除 の 方 式 が 適 格 請 求 書 保 存 方 式 （ い わ ゆ る 日 本

版 イ ン ボ イ ス 方 式 ） と な り ま す 。  

適 格 請 求 書 （ 日 本 版 イ ン ボ イ ス ） と は 、 「 売 手 が 、 買 手 に 対 し 正 確 な 適 用 税 率 や 消 費 税 額 等

を 伝 え る た め の 手 段 」 で あ り 、 一 定 の 事 項 が 記 載 さ れ た 請 求 書 や 納 品 書 そ の 他 こ れ ら に 類 す る

も の を い い ま す 。 適 格 請 求 書 を 交 付 で き る の は 、 適 格 請 求 書 発 行 事 業 者 に 限 ら れ ま す 。 適 格 請

求 書 発 行 事 業 者 と な る た め に は 、 登 録 申 請 手 続 を 行 い 、 登 録 を 受 け る 必 要 が あ り ま す 。 登 録 を

受 け た 事 業 者 に は 国 税 庁 か ら 登 録 番 号 が 通 知 さ れ ま す 。 仕 入 れ る 側 は 、 国 税 庁 の 「 適 格 請 求 書

発 行 事 業 者 公 表 サ イ ト 」 で 請 求 書 等 に 記 載 さ れ て い る 登 録 番 号 が 正 し い も の で あ る か ど う か の

確 認 が で き ま す 。  

適 格 請 求 書 発 行 事 業 者 の 登 録 に つ い て は 、 9 月 30 日 ま で に 登 録 申 請 を 行 え ば 10 月 1 日 か ら

適 格 請 求 書 発 行 事 業 者 と な れ る よ う 改 正 さ れ る 予 定 で す 。  

 

◆ フ ラ ン チ ャ イ ズ の 店 舗 は 事 業 者 が 別 の 者 ？  

コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア な ど フ ラ ン チ ャ イ ズ 方 式 で 展 開 さ れ て い る 事 業 は 、 店 舗 の 事 業 主 は コ

ン ビ ニ 本 部 の 会 社 で は な く 、 加 盟 店 オ ー ナ ー の 個 人 事 業 も し く は 法 人 と な り ま す 。 そ の た め 、

適 格 請 求 書 発 行 事 業 者 の 登 録 番 号 も 、 コ ン ビ ニ 本 部 の 番 号 で は な く 、 そ の 店 舗 の 事 業 主 の 登 録

番 号 と な り ま す 。 フ ラ ン チ ャ イ ズ 本 部 の 直 営 店 も あ り ま す の で 、 そ の 場 合 は 本 部 の 会 社 名 と な

り ま す 。  

仕 入 税 額 控 除 の 要 件 と な る 帳 簿 の 記 載 事 項 に は 、 「 課 税 仕 入 れ の 相 手 方 の 氏 名 又 は 名 称 」 が

あ り ま す 。 フ ラ ン チ ャ イ ズ の 場 合 、 コ ン ビ ニ チ ェ ー ン 名 だ け で は な く 、 店 舗 名 ま で の 記 載 が 必

要 だ と い う こ と に な り ま す 。 こ の 記 載 誰 が す る の で し ょ う … 。 こ れ も 実 務 を 知 ら な い 人 が 作 っ

た 法 律 だ と い う 証 拠 か と 思 い ま す 。  

 

◆ 相 手 方 登 録 番 号 の 帳 簿 記 載 は 不 要 で す  

仕 入 税 額 控 除 に 際 し て の 記 帳 要 件 は 、 令 和 5 年 10 月 1 日 以 降 も 現 在 の 区 分 記 載 請 求 書 等 保

存 方 式 と 同 様 で あ り 相 手 方 登 録 番 号 の 記 載 は 不 要 と さ れ て い ま す 。 よ っ て 、 経 理 入 力 時 に 登 録

番 号 入 力 阻 止 な い と い け な い か の 懸 念 は 不 要 で す 。  

と は い え 、 国 税 庁 の 適 格 請 求 書 発 行 事 業 者 公 表 サ イ ト と の 登 録 番 号 の 検 証 機 能 を 備 え た 会 計

ソ フ ト を 使 っ て い る 場 合 、 正 し い 名 称 で 登 録 す る と 実 在 性 の 確 認 も で き る の で 、 自 社 の 会 計 ソ

フ ト 次 第 で は 、 入 力 し た 方 が 便 利 な 場 合 が あ る か も し れ ま せ ん 。  

コ ン ビ ニ で 残 業 の お 弁 当 代 と ボ ー ル ペ ン を 買 っ た 場 合 、現 在 で も 、お 弁 当 は 軽 減 税 率 の 8％ 、

ボ ー ル ペ ン は 10％ 、レ ジ 袋 も 標 準 税 率 の 10％ で す 。さ ら に 、コ ン ビ ニ に よ り 、金 額 が 内 税 で 記

載 さ れ て い る と こ ろ （ ロ ー ソ ン ・ フ ァ ミ リ ー マ ー ト ） と 外 税 で 記 載 さ れ て い る と こ ろ （ セ ブ ン

イ レ ブ ン ） が あ り ま す 。 処 理 方 法 に よ っ て は 、 い ち い ち 電 卓 を た た い て 合 計 金 額 を 出 さ な い と

い け ま せ ん 。 確 認 と 記 帳 に 他 の レ シ ー ト の 3 倍 く ら い 時 間 が 掛 か り ま す 。  

買 い 物 に は 便 利 な コ ン ビ ニ で す が 、 消 費 税 の 面 か ら 見 る と 、 と て も 面 倒 な 存 在 で す 。  

 

 

 ☆  免 税 事 業 者 と の 取 引 継 続 は 4 社 に 1 社   

 

イ ン ボ イ ス 制 度 開 始 後 の 免 税 事 業 者 と の 取 引 に つ い て 、 「 経 過 措 置 期 間 に か か わ ら ず 継 続 す

る 」 と 答 え た 企 業 が 4 社 に 1 社 に と ど ま る と の 調 査 結 果 を 帝 国 デ ー タ バ ン ク が 公 表 し ま し た 。

「 取 引 し な い 」と の 回 答 は 7.5％ に と ど ま っ た も の の 、「 経 過 措 置 期 間 の み 取 引 す る 」は 24.9％ 、

「 取 引 を 続 け る か は わ か ら な い 」は 41.5％ と な っ て お り 、免 税 事 業 者 と の 取 引 を 見 直 す 企 業 は

今 後 さ ら に 増 え る と 見 ら れ て い ま す 。  

ま た 、 免 税 事 業 者 か ら の 仕 入 を 継 続 す る 意 向 の 企 業 で も 、 取 引 条 件 を 従 来 よ り も 厳 し く す る

動 き が 出 て い ま す 。  

調 査 に 協 力 し た 三 重 県 の 遊 技 場 経 営 者 は 、 「 イ ン ボ イ ス 制 度 開 始 後 は 、 消 費 税 額 を 織 り 込 ん

だ 金 額 で 取 引 先 を 選 定 す る 予 定 だ 。 免 税 事 業 者 は 取 引 候 補 か ら は 除 外 し な い 予 定 で あ る が 、 相

見 積 も り 上 、 不 利 に な る と 思 わ れ る 」 と し て い ま す 。  

今 年 10 月 の イ ン ボ イ ス 制 度 導 入 を 巡 っ て は 、日 本 税 理 士 会 連 合 会 を は じ め 関 係 団 体 か ら の 反

発 が 根 強 い の が 現 状 で す 。 消 費 税 の 納 付 を 免 除 さ れ て い る 売 上 高 1 千 万 円 以 下 の 免 税 事 業 者 は

イ ン ボ イ ス を 発 行 で き な い た め 、 仕 入 税 額 控 除 を 利 用 し た い 発 注 者 が 取 引 を 敬 遠 す る 動 き が 広

が る リ ス ク が あ る た め で す 。 な お イ ン ボ イ ス が な く て も 一 定 額 を 仕 入 税 額 控 除 で き る 経 過 措 置

期 間 は 6 年 間 と な っ て い ま す 。  

 

 

 ☆  閑 話 休 題  ～ 法 人 税 調 査 の 結 果 「 興 信 所 」 ～   

 

ず っ と 、 消 費 税 の イ ン ボ イ ス 制 度 の お 話 し で し た の で 、 こ こ は 、 ち ょ っ と お 休 み で す 。  

国 税 庁 が 発 表 し た 2021 年 7 月 ～ 2022 年 6 月 の 税 務 調 査 実 績 に よ る と 、 法 人 税 の 税 務 調 査 で

不 正 1 件 当 た り の 不 正 所 得 金 額 が 最 も 多 い 業 種 は「 情 報 サ ー ビ ス 、興 信 所 」で し た 。1 件 当 た り

の 不 正 所 得 金 額 は 7,289 万 円 と な っ て い ま す 。  

同 業 種 は 前 年 度 も 5 位 に ラ ン ク イ ン し て い て 、 コ ロ ナ 禍 に よ っ て 業 績 を 伸 ば し て い る 業 界 の

一 つ で す 。 そ の 背 景 に は 、 「 テ レ ワ ー ク に よ っ て 自 宅 に い る 時 間 や 自 由 に な る 時 間 が 増 え 、 一

方 で 自 粛 ム ー ド の 中 で の ス ト レ ス も あ っ て 、 浮 気 に 手 を 出 す 人 が 増 え た 。 結 果 と し て 浮 気 調 査

の 依 頼 が コ ロ ナ 前 よ り 多 く な っ て い る 」 （ 都 内 の 興 信 所 ） こ と も あ る そ う で す 。  

そ の ほ か 、「 自 動 車・同 部 品 卸 売 」、「 鉄 鋼 製 造 」、「 運 輸 附 帯 サ ー ビ ス 」な ど 、前 年 に は な

か っ た 顔 ぶ れ が 並 ん で い ま す 。  

ま た 不 正 発 見 割 合 が も っ と も 高 か っ た 業 種 は 、 軽 車 両 や ス ク ー タ ー を 使 っ た 運 送 業 な ど を 指

す 「 そ の 他 の 道 路 貨 物 運 送 」 の 32.8％ で し た 。 以 下 、 「 医 療 保 険 」 、 「 職 別 土 木 建 築 工 事 」 、

「 土 木 工 事 」 と 続 い て い ま す 。 不 正 の 多 い 業 種 の 常 連 で あ る 「 バ ー ・ ク ラ ブ 」 は ラ ン ク イ ン し

ま せ ん で し た 。  

な お 、不 正 発 見 割 合 と 不 正 所 得 金 額 の 両 方 で 10 位 以 内 に ラ ン ク イ ン し た の は 、「 化 粧 品 小 売 」

の み で し た 。  


